
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２４年９月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２横第５８号 

事故等種類 養殖施設損傷 

発生日時 平成２３年１０月４日 １０時３０分ごろ 

発生場所 三重県紀北町長島港名倉地区沖 

長島港西長島地区防波堤灯台から真方位０４２°１,３７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１２.６′ 東経１３６°２１.１′） 

事故等調査の経過  平成２４年４月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 第三十六さだ丸、４９９トン 

 １３３２０８、盛徳海運建設株式会社  

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ曲損 

養殖施設 養殖筏固定用錨の曲損 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長ほか５人が乗り組み、長島港名倉地区で離岸作業中、船尾

錨を揚錨し終わらないうちに機関を前進にかけたところ、平成２３年１０

月４日１０時３０分ごろ、近くの養殖筏が移動を始め、本船にも異常を感

じたので機関を停止した。 

 本船は、伝馬船を下ろして養殖筏を点検したところ、変形していた。 

 気象・海象  

 

気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 １ 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約３.２０ｍ、船尾約４.８３ｍであった。 

船長は、本事故発生場所付近に投錨した経験が約３０回あり、養殖筏が

設置されていることを知っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、長島港名倉地区において離岸作業中、

船尾錨を揚錨し終わらないうちに機関を前進にか

けたことから、船尾錨が養殖筏の固定用錨索に絡

み、養殖筏を引き、同筏を損傷したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、長島港名倉地区において離岸作業中、船尾錨を揚錨

し終わらないうちに機関を前進にかけたため、船尾錨が養殖筏の固定用錨

索に絡み、養殖筏を引いたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・付近に養殖施設が設置されている場所で揚錨する際は、可能な限り、

錨が水面上に揚がるまで機関を使用しないこと。 




